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有機農産物生産基準 
第４版  

特定非営利活動法人日本有機農業生産団体中央会 

 

【改訂及び討議の履歴】 

版 改訂事項 制・改訂日 

第１版  １９９８年１月制定 

２０００年２月２９日改定 

２０００年３月２６日改定 

２０００年６月１８日改定 

２０００年８月７日農水省指

摘により一部改定 理事長・

生産委員長決済 

第２版 日本農林規格の改正に伴う改訂 2005 年 11 月 28 日 

第３版 日本農林規格の改正に伴う改訂 2007 年 1 月 23 日 

第４版 定例見直しによる改訂 2009 年 5 月 9 日 

 

第１章 われらが有機農業 

私達は、さまざまな契機で有機農業への取り組みをはじめた。味の良いみかんをつくり

たい一心から。自分の作る野菜や果物は、美味しく栄養価の高いものでありたい。自分や

家族が農薬の被害で傷つき苦しんだ経験から。化学肥料による塩類の集積のために荒れた

自分の畑の改善のために。連作の障害で全滅する作物の前に呆然と立ち尽くした経験から。

あるいは、奥深い微生物の世界の虜になったために。あるいは、食べ物に多量の農薬を使

用することへの疑問から。人それぞれではあったが、将来にわたって農業をつづけるため

には、人にとっても自然にとっても有機農業への転換が不可欠であると認識するようにな

った。 

土壌微生物の働きを知り、その機能を最大限に活用する種々の工夫によって土の健康を

回復・増進させ、作物の健康、食べる人の健康、ひいては社会や地球環境の改善にまで寄
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与しうることを知った。私達は有機農業を、有機農産物の日本農林規格に定める「有機農

産物」を生産するだけの限定した意味ではとらえてはいない。有機農業は日本農業の主流

となるものと確信し、私達はめざす。 

（１） 作物が人の命を育み健康の源となる食べ物であることを大切にする。 

（２） 堆肥の質にこだわった有機農業で、安全で健康に役立ち、味の良い高品質の農

産物づくりをすすめる。 

（３） 農薬と化学肥料にたよった農業から脱却し、自然の物質循環、生命循環を大切

にした農業をおこなう。 

（４） 土壌微生物の働きを最大限に活かした科学的な有機農業、またそれに準ずる持

続可能な農業をすすめる。 

（５） 生ゴミの堆肥化をはじめ、長年蓄積した技術を生かし、農業を中心に地球環境

の改善に努める。 

（６） 農業の再生とともに、持続的社会の再構築と発展に努力する。 

 生産者と当該圃場を認定し、「有機農業の普及・発展」に寄与することをめざす。またよ

り良きを目指して「有機農産物生産基準」そのものも適宜見直し、高品質の有機農産物を

豊富に提供できるよう、ともに研鑽を深めたいと願っている。 

そして私達は、有機農業の産物が広く国民に享受されるべきと考える。有機農業に関わ

る確かで、正確な情報がわかりやすく、国民に開放されなければならない。国民には自ら

の健康に関わる食品の情報が、保障されなければならない。かかる見地から私達は、有機

中央会が認定する有機農産物の生産基準を公開する。 

 

第２章 認定の基準 

１、有機農産物の日本農林規格 

日本有機農業生産団体中央会は、農林水産省告示によって定められた「有機農産物の日

本農林規格」を有機農産物の生産の方法として採用し、有機農産物の生産行程管理者が生

産及び格付を行う基準とする。ただし、農林規格に認められていても本会として有機農産

物への使用は本来避けるべきと考える資材については、制限項目に分類し、それを使用し

ない生産を奨励する。また、日本農林規格にはふれられていないが従来より私達がもちつ

づけてきた基準で、有機農業の発展のために必要と考えることについては、維持し、奨励

する。 

 

２、有機農産物の生産行程管理者についての認定の技術的基準 

日本有機農業生産団体中央会は、農林水産省告示によって定められた「有機農産物及び

有機飼料(農産物)についての生産行程管理者の認定に技術的基準」の要求事項を、有機農

産物の生産行程管理者が満たすべき組織の基準として採用し、生産行程管理者を認定する
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認定の基準とする。 

 

第３章、用語の説明  

【有機農産物】：有機農産物の生産行程管理者が有機農産物として格付を行った農産物。

農薬や化学肥料を使用しないことを基本に、多年生作物の場合は最初の収穫まで３年以上、

それ以外の作物については、播種もしくは定植前 2 年以上有機栽培（有機農産物の日本農

林規格にもとづく栽培方法を指す）された圃場で生産された農産物。 

【転換期間中有機農産物】：有機農産物の生産行程管理者が転換期間中有機農産物として格

付を行った農産物。有機栽培を開始して 12 ヶ月以上経過した圃場で収穫され、有機農産物

の基準に到達していない農産物。 

【特別栽培農産物】：特別栽培農産物の農林水産省新ガイドラインにしたがって栽培された

農産物。 

【慣行栽培農産物】：上記の「有機農産物」、「転換期間中有機農産物」及び特別栽培農産物

に該当しない一般的な農産物。 

【有機管理】：有機農産物の日本農林規格第４条にしたがった栽培方法。 

【原則】：基本点な原則的視点を提示する。 

【一般管理】：当該農業生産活動にあたって、生産者の健康、生産物の食品としての安全性

の確保、環境の保全、関係法律などの関係で、配慮しなければならない一般的事項。 

【奨 励】：有機栽培の適切な生産管理活動として無条件に認められ、奨励される対応。 

【許 容】：有機農産物の日本農林規格に適合し、有機管理の一般的方法として許容される

対応。 

【制 限】：有機農産物の栽培においては、縮小していくべき生産方法や資材であり、厳し

い制限のもとに許される。当然、これが生産管理活動の主要部分を占めてはならない。日

本農林規格に定められる制限は、これを準用する。 

【禁 止】：有機農産物の生産、流通過程において、認められない物質、資材、方法。日本

農林規格で使用が許される「肥料及び土壌改良資材」、「農薬」、「調整用等資材」以外の物

質、資材並びに当会が禁止する物質並びに方法。 

 

第４章、慣行農業からの転換 

慣行農業から有機農業への転換は、計画的かつ継続的に行われる必要がある。転換計画

を作成する目的は、効率的・合理的に慣行農業から有機農業への転換を実現することにあ

る。 

そのためには、 

・ 土づくりに不可欠な良質な堆肥の施用や緑肥植物（地力増進作物）の鍬込み等による
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土壌の物理的・化学的・生物的性質の改善 

・ 適切な肥培管理 

・ 輪作による土壌の性質の改善 

などが図られなければならない。 

慣行栽培から有機栽培への転換期間については、日本農林規格に準拠する。 

 

第５章、圃場の条件 

５．１ 圃場の明確な区分 

 有機農産物生産圃場は、周辺の慣行栽培圃場や特別栽培圃場（以下「慣行栽培圃場等」

と言う）と明確に区分され、誰もがそれを知ることができるようにしておくべきである。 

有機農産物生産圃場は、使用が禁止されている農薬や化学肥料、土壌改良資材及びその

他の資材（以下「使用禁止資材」と言う）などの飛来や流入から守られなければならない。

有機栽培圃場と慣行栽培圃場が隣接する場合、土手、畦、道などにより圃場の境界が明確

に区分されていることが望ましい。慣行栽培圃場等からの使用禁止資材の飛来、流入の危

険がある場合、必要な緩衝帯を設ける。 

水田にあっては、用水に使用禁止資材の混入を防止する処置がとられていなければなら

ない。 

 

５．２ 慣行栽培から転換後の経過期間 

 

5.2.1 有機農産物栽培圃場 

＜多年生作物＞ 

最初の収穫までの期間が起算点（細則に定める）より 3 年以上を経過しているこ

と。 

＜その他の作物＞ 

播種または植付け前に起算点より 2年以上経過していること。 

＜開拓地、空き地、休耕地など利用して有機栽培を開始した場合＞ 

当該地が 2 年以上使用禁止資材を使用していないことが確認できて、播種または

植付け前に本基準で定める生産管理が行われ一年以上経過した圃場。 

5.2.2 転換期間中有機農産物栽培圃場 

作物を収穫する段階で起算点より 1 年以上、本基準の生産管理にもとづく栽培が

行われている圃場。 

 

５．３ 採取場 

 周辺から使用禁止資材が飛来及び流入しない一定の区域で、農産物を採取する前３年以



有機中央会 有機農産物の生産基準      作成日時：2009/05/15 16:17:00 

 - 5 - 

上、使用禁止資材が使用されていないこと。 

 

第６章、栽培管理 

【一般管理】 

① 生産者もしくは生産者組織は、生産の方法、生産する作物の品質、自己の経営につい

て目標を定めることが望ましい。 

② 生産者もしくは生産者組織は、自己の生産の目標、理念、栽培の管理計画などを盛り

込んだ、自らの生産基準を文書化して、公開できるようにすることが望ましい。 

③ 生産者もしくは生産者組織は、年ごと、あるいは作物の作期ごとに栽培管理計画を作

成しなければならない。 

④ 生産者もしくは生産者組織は、栽培管理実績の記録をつけなければならない。 

⑤ 生産者もしくは生産者組織は、栽培管理実績の記録を、次のより良い生産のために活

用することが望ましい。 

⑥ 生産者もしくは生産者組織は、栽培管理に使用する種子、肥料、農薬、その他の資材

について、その内容を正しく把握して使用しなければならない。 

  

６．１ 土壌管理 

 

【原則】 

適切な土壌管理は有機農業を成功させる基本である。土壌の肥沃化、土壌微生物の活性

化など、最適な土壌の質（物理的・化学的・生物的）の維持は、土壌管理の目標である。 

 土壌管理は、以下の点を活用して適切に行われなければならない。 

・農場内有機物（堆肥、作物残渣など）の活用。 

・良質な堆肥を適正量継続的に補充する。 

・植生（緑肥、栽培作物など）による土壌被覆（マルチ）の活用 

・適切な耕起 

・適切な輪作 

 

６．２ 肥培管理 

【原則】 

 堆肥の活用 

化学肥料を使用せずに地力の維持・増進を図り、作物に適切な栄養補給を行い、加えて

品質の優れた有機農産物を多収するためには、土壌微生物の働きを最大限に活用する高度

な肥培管理技術（およびその手段としての良質堆肥）を必要とする。この条件を満たす技

術の一つとして、当該農場内で生産された緑肥や作物などの活用と共に、使用原料及び製
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法を厳しく管理し、「微生物性の豊かさ」に配慮した良質な堆肥の利用を奨励する。 

【一般管理】 

① 作期ごとに適切な肥培管理計画が作成されなければならない。 

② 堆肥の選定 

選定にあたっては、使用原料や製造方法を確認し、重金属等不適切な物質により圃場

が汚染されないように注意が必要である。 

③ 堆肥及び肥料の施用にあたって 

適正な施用量の維持に努める。 

適正な施用量は、作物の特性、圃場の性質などを加味し、適切な計画の作成等によっ

て守られる。 

過剰な投入により環境汚染を招かないように注意しなければならない。 

④ 堆肥の製造 

  堆肥の製造にあたっては、地下水など環境汚染に対する充分な配慮を行なわなければ

ならない。 

⑤ 堆肥の選定、製造にあたっては、情報及び技術の取得のために、研修会等への参加

を積極的に行うことが望ましい。 

 

【奨 励】 

・自己の農場や山林で産生される作物残渣や落ち葉などの自然資源、有機物の活用。同じ

く近隣地域で産生される作物残渣や自然資源、有機物の活用。 

・緑肥や作物残渣を被覆（マルチ）材料として利用またはそれらを発酵堆肥化したもの。 

・土壌診断及びたい肥分析の活用。C/N 比を把握し使用することは、作物の良好な生育条件

を確保するために重要である。 

【許 容】 

・各種有機物および農場外から搬入（購入）した家畜糞尿等を完熟堆肥化し、使用原料お

よび製法が特定でき、かつ良質と判断され、有機農産物の日本農林規格で許容された資

材で製造されたもの。 

【制 限】 

・ 家畜家禽糞等を使用したもので未熟な堆肥 

【禁 止】 

・ 化学肥料の使用禁止。ただし、微量要素肥料についてはこの限りではない。 

・ 堆肥化していない生または乾燥して搬入（購入）した家畜糞尿 

・ 重金属や有害化学物質の危険が大きいし尿下水汚泥堆肥 

・ 堆肥原料に化学合成物質を添加すること 

・ チリ硝石 
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６．３ 土壌及び使用資材の重金属、ダイオキシン汚染からの防止 

 有機農産物を栽培する圃場及び圃場に投入される資材は、作物、人体に影響を及ぼす重

金属、ダイオキシン類などの化学汚染物質を、細則に定める許容値をこえて含んではなら

ない。 

 

６．４ 微量要素 

 微量要素の補給などのための鉱物性肥料の使用可否については、有機農産物の日本農林

規格に準拠し、必要最小限度の補完的使用にとどめる。 

 特定の地域および作物において、特定の作物栄養成分の不足のため、正常な栽培が維持

できず、かつ天然由来の代替物がない場合（もしくは入手が困難な場合）有機農産物の農

林規格に定められた範囲において、化学合成の微量要素を限定的に使用することができる。 

 

６．５ 種苗の入手 

 【一般管理】 

生産者は、自己の購入する種苗がどのような処理をされたものであるかに無頓着であっ

たり、種苗店にまかせっきりにしているのは、あらためなければならない。生産者は、自

己の責任において判断する習慣を身につけることが望ましい。 

① 種苗の選定、種苗の使用にあっては、種苗法などの法規制を遵守すること。 

② 品種及び種子処理について確認し、記録すること。 

③ 苗の購入にあっては、育苗の履歴を確認し、記録を入手しておくこと。 

【奨 励】 

有機栽培に使われる種苗については、有機農産物由来の種苗の使用を原則とする。有機

栽培圃場において自家採取可能な作物及び品種については、種子の自家採取を行うこと。

多年生作物にあっては、有機栽培圃場からの株分け、枝わけによる挿し木などが望ましい。 

【許 容】 

有機栽培由来の種子がないために有機栽培由来の種子が入手できない、有機農産物由来

の種子の品種が不適切なものである時などは、慣行栽培由来の種子を利用することができ

る。ただし苗について、通例種子が販売され、種子から栽培する作物にあっては、有機的

方法によって育苗された苗を使用すること。 

【制 限】 

 農薬等によって処理された種子は、できるだけ避け、処理されていない種子を使用する

こと。農薬等によって処理されていない種子が、入手できない場合に限り、農薬処理され

た種子の利用もやむをえない。 

多年生作物の苗木にあって、有機的管理以外の方法で育てられた苗を使用する場合は、

有機栽培圃場に植えつけられた時点から、その圃場の有機栽培が始まったものと見なし再

スタートする場合に認められる。 
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【禁 止】 

 通例種子で販売され、種子から栽培する作物にあって、使用禁止資材を使用し育てた苗。 

 

６．７ 育苗 

 6.7.1 種子処理 

 化学合成農薬及び化学肥料など使用禁止資材による種子処理は、禁止。 

 温湯浸漬など加熱処理による殺菌は認められる。 

 塩水選などによる優良種子選別などの方法は、認められる。 

 6.7.2 育苗用土 

 育苗用土に山土、未耕作地の土などを使用する場合は、その由来が確認され、採取地に

過去３ヵ年にわたり使用禁止資材の使用がないこと、周辺からの飛散や流入がないこと、

使用する用土は、採取後も禁止物質が使用されていないことが確認されていなければなら

ない。確認した記録を保持しておくこと。 

 認定された有機栽培圃場の土を使用する場合は、その旨記録しておくこと。 

 6.7.3 肥料及び土壌改良材 

 有機農産物の日本農林規格別表１に記載されている資材を利用することができる。使用

禁止資材を使用した育苗は、認められない。 

 6.7.4 育苗施設の管理 

 育苗期間中は、有機栽培管理が行われ、周辺からの飛散防止等、育苗中の苗が有機性を

損なうことのないように管理されなければならない。 

 育苗期間中以外に圃場として使用する場合、有機栽培管理が行われること。育苗期間中

以外には、空き地、資材の保管、家畜家禽の飼育などに使用される場合は、育苗用地の有

機管理を損なわないように管理されなければならない。 

 施設管理における、除草剤及び施設に残留する禁止物質の使用は、育苗期間中と否とに

係わらず認められない。にんにく、とうがらし、忌避植物等の植物の性質を利用しての鼠

や害虫等の侵入を防止する処置は認められる。 

 

６．８ 水管理 

【一般管理】 

① 用水 

圃場おける栽培及び育苗などに使用される水は、農作物の生産に適した水質のものでな

ければならない。良質な水は、植物の生育にとって大切な条件となる。農業者は、良質な

水の確保につとめなければならない。 

水源が確認され、汚染のリスクの回避に努めなければならない。以下のようなことが確

認される必要がある。 

・ 未処理のし尿、畜産厩舎からの未処理の排水、未処理の家庭雑排水、工場排水などの
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流入の有無 

・ 産業廃棄物処理場などの有無 

・ 化学工場等の有無 

② 有機栽培圃場の用水 

有機栽培圃場に使用する水、有機栽培水田の用水については、使用禁止資材の流入のな

いものであることが望ましい。汚染、使用禁止資材の流入がある場合、それが圃場に入る

ことを防止する処置が施される必要がある。 

・ 慣行栽培圃場を通過した水の流入に対しては、防衛処置や適切な浄化処置が施されて

いること。 

・ 河川や湖沼、井戸などからの直接取水であること。 

・ 専用農業用水にあっては、用水路と排水路が明確に区分されていること。 

・ 水源の河川や湖沼が汚染されている地域では、セラミックや活性炭など浄化資材を利

用し、浄化に努めること。 

 ③ 収穫物の洗浄等、収穫後の管理に使用する水 

・ 農作物の食品としての安全性を損なわないように、適切な水質の水を適切な管理のも

とに使用すること。 

・ 有機農産物の洗浄にあっては、使用禁止資材の混入を防止するように管理されていな

ければならない。 

 

６．９ 雑草対策 

【原則】 

 雑草は営農体系における土壌肥沃度（いわゆる地力）と土壌管理の指標であり、多くの

場合、雑草問題は営農体系の設計と土壌管理の不均衡から生じている。 

 適切な輪作計画、肥培管理、施肥、品種選択、播種密度、緑肥の利用、播種前の耕耘、

気候風土条件や作物の生育特性に合わせた適期播種などに留意することにより実効をあげ

ることができる。これら個別要素を有機的・総合的に組み合せることにより、最小限度の

機械除草や手取除草でかなりの程度、雑草の繁茂を制御できる。 

【奨 励】 

 生物的方法 

 耕種的方法 

 物理的方法 

【許 容】 

畦畔などの部分的な火炎除草は、許される。 

太陽熱などの利用 

【制 限】 

畦焼き、焼畑、作物残渣の焼却など大規模な火炎除草は、厳しい制限のもとにおこなわ
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れなければならない。 

【禁 止】 

除草剤などの化学合成農薬 

塩化ビニル系の被覆資材 

土壌消毒による除草 

木酢液等天然資材の濃厚な利用による除草 

 

６．１０ 病害虫対策 

【原則】 

病害虫の発生も土壌状態に大きく影響される。適切な土壌管理と肥培管理によって、土

壌の物理的・化学的・生物的環境を健全に整えることにより、かなりの程度病害虫の発生

を抑制できる。 

【一般管理】 

① 農薬取締法、劇物・毒物取締法など農薬の取り扱いや使い方に関する法規制を遵守し、

農薬を使用する場合は、適正に使用しなければならない。 

② 作物の作期ごとに適切な病害虫対策の計画を策定することが望ましい。 

【奨 励】 

 輪作、粗植、適期適作、抵抗性品種の利用、混作などの耕種的方法 

 天敵、対抗・共生植物の利用などの生物的方法 

【許 容】 

罠、柵、音響などを利用した機械的、物理的方法。 

畦畔の焼却、太陽熱、水の利用などの物理的方法 

性フェロモンの利用 

【制 限】 

有機農産物の日本農林規格別表２に記載される農薬は、やむを得ない場合にのみ使用が

認められる。 

【禁 止】 

有機農産物の日本農林規格で認められない農薬の使用 

同上別表２にあっても遺伝子組換技術が使用された農薬 

農薬取締法に違反した方法により農薬を使用すること 

 

６．１１ 育苗ハウス等の管理 

 通常、作物を栽培し、施設栽培として使用されるハウスには、圃場の条件が適用される。

ここでは、育苗等限定された期間のみ有機栽培に使用されるハウスについて定める。 

  

 6.11.1 設備の維持管理 
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【原則】 

 育苗期間中、それ以外の時期を問わず有機性を損なう管理が行われてはならない。 

 6.11.2 雑草対策 

【禁 止】 

 育苗期間中はもちろん、それ以外の時期においても除草剤の使用は禁止される。 

 

第７章、生産における機械・器具の管理 

【一般管理】 

① 機械器具は、適切に整備され、不良等による事故、圃場の不用意な汚染は、防止されな

ければならない。 

② 適切な使用により使用者の安全が確保されなければならない。 

③ 使用する機械器具について、適切な管理基準を定めなければならない。 

 

７．１ 栽培管理に使用する機械・器具の管理 

【原則】 

慣行栽培農産物等の栽培と機械器具を併用することによって、有機栽培圃場に使用禁止

資材が混入したり、有機農産物が汚染することを防止するように、適切な管理が行われな

ければならない。 

【奨 励】 

 有機栽培農産物の生産並びに出荷などに使用する機械、機具は、有機農産物専用とする

ことが望ましい。 

【許 容】 

慣行営農体系で使用された機械・機具はすべて、有機的管理区域で使用する前に十分洗

浄され、残留物がないようにしなければならない。 

 

７．２ 収穫に使用する機械器具 

 慣行栽培農産物等の収穫と同じ機械器具を使用する場合、機械器具内部の作物残留など

により、有機農産物に非有機農産物が混入しないように管理しなければならない。 

 泥野菜の収穫等にあっては、有機農産物が慣行栽培圃場の土などにより汚染しないよう

に管理しなければならない。 

 

第８章、収穫及び収穫後の管理（収穫、輸送、調製、洗浄、貯蔵、包装出荷及び

表示） 

【一般管理】 
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① 収穫後の農産物の扱いにあっては、食品衛生法等関連法規を遵守し、食品としての安全

性を損なうことのないように管理されなければならない。 

② 収穫後の農産物に農薬及びそれに類するものの使用は禁止される。 

③ 放射線照射は認められない。 

④ 表示にあたっては、生鮮食料品の品質表示基準や玄米及び精米品質表示基準などが守ら

れなければならない。 

 

８．１ 混合の防止 

有機農産物と有機農産物以外の農産物とは明確に区分され、混合されないように管理さ

れなければならない。同一施設内に保管や貯蔵が行われる場合は、わかりやすい表示がさ

れ、取違いなどがおこらないようにしなければならない。 

８．２ 汚染の防止 

有機農産物に限らず収穫後の農作物は、オイル、肥料、農薬、洗浄剤、消毒剤、有害な

化学物質などその他の薬剤によって汚染されないように管理されなければならない。 

８．３ 品質の保持改善 

① 有機農産物、慣行栽培農産物を問わず、収穫後の品質の保持改善にあたっては、食品

衛生法が遵守されなければならない。 

② 有機農産物の収穫後の品質の保持改善に使用できる資材は、有機農産物の日本農林規

格別表３の資材に限る。 

８．４ 包装容器 

① 包装容器の使用にあたっては、食品衛生法による規格基準を満たすものを使用するこ

と。 

② 包装容器の殺虫処理などのために農薬等の使用されたものは、使用できない。 

８．５ 表示 

① 名称の表示は、有機農産物の日本農林規格第５条によらなければならない。 

② JAS マークの表示については、農林水産省告示に定めれた様式によらなければならな

い。 

８．６ 施設の管理 

① 取り扱う農産物の品質を適切に保持できる施設でなければならない。 

② 細則に定める「有機農産物を扱う作業場の基準」が維持され、取り扱う農産物を汚染

しないように管理されなければならない。 

 

第９章、廃棄物処理ならび環境への配慮 

【原則】 

① 有機農業の取り組みにあたっては、環境の保全に十全の配慮をおこなわれなければな
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らない。 

② 生産活動にともなう廃棄物については、資材の再利用に努め、最小限にとどめるよう

努力しなければならない。 

【一般管理】 

① 農薬の空容器の処理は、定められた方法を遵守する。 

② 堆肥の製造にあたっては、流出成分による河川や地下水汚染などに対して、十分な配

慮が求められる。 

③ 農機具の廃油の処理は、専門業者による引取り、廃油ストーブの利用などの再利用な

ど、適切な方法で処理する。 

【制限】 

① 生産資材における塩化ビニル資材の使用は、制限される。ハウスなどについては、当面

やむをえないが、より良い資材が開発された際には、できるだけ早く切り替えていくこ

とが望ましい。 

② ハウス等においてやむを得ず使用したビニールを廃棄前に圃場の防草対策などに使用

する場合は、使用後必ず除去しなければならない。 

【禁止】 

① 塩化ビニル資材を、圃場等の被覆マルチとして使用してはならない。 

② ハウスビニール、被覆に使用したマルチ、農薬の空き容器などのプラスチック資材を

圃場及びその周辺で焼却することは、これを禁止する。 

③ 廃油の野焼き 

④ 廃油を畦畔の焼却等に使用すること（撒くなどしての使用の禁止） 

 

第１０章、遺伝子組み換え技術 

【原則】 

有機生産においては、遺伝子組み換え技術の利用は、排除されなければならない。 

【制限】 

以下の場合は、とうめんの制限つきで許容される。 

① 有機農産物の日本農林規格 2005 年 10 月 27 日告示付則第２項で許容された肥料及び土

壌改良材 

② 本生産基準細則の「遺伝子組み換えの分別管理を求める原材料の生産段階の範囲」をこ

えたもの。 

 

第１１章、放射線 

【制限】 
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包装された農産物の異物混入を検出する目的でエックス線検知器を使用する場合は、制

限事項を遵守しなければならない。 

【禁止】 

有機農産物の生産過程及び収穫後の品質の保持改善に放射線照射を行うことは、できな

い。 

  

第１２章、作物の硝酸塩並びに亜硝酸塩 

 硝酸塩並びに亜硝酸塩の健康への影響が懸念されている。これらはまた、病害虫が好む

ものでもあり、食味を悪くする物質でもある。高濃度の硝酸塩、亜硝酸塩含有は、好まし

くない。安全で栄養価の高い作物を生産することが有機栽培の大きな目的であり、硝酸塩

並びに亜硝酸塩の含有値が適正な範囲以下に収まるように努力することが求められる。         

 

以上 


